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令和６年広島県議会６月定例会提案見込事項 

 
１ 令和６年度一般会計補正予算 

(1) 歳    入                              （単位：千円） 

款 補正前の額 補正額 計 説  明 

県 債 6,439,300 6,300 6,445,600 公共施設等管理事業債6,300 

     

教育委員会計 49,497,927 6,300 49,504,227  
 

(2) 歳    出                            （単位：千円） 

目 補正前の額 補正額 計 説  明 

文化財保護費 171,114 7,019 178,133 埋蔵文化財センター整備費7,019 

 

教育委員会計 170,500,115 7,019 170,507,134  

 

(3) 債務負担行為                            （単位：千円） 

事項 
補正前の額 補正後の額 

期   間 限 度 額 期   間 限 度 額 

埋蔵文化財センター整備費 ― ― 令和７年度 9,020 

 

 

 

 

 

 

 

２ 180条専決処分報告案件 

損害賠償額の決定について 

地方自治法第 180条第１項の規定による専決処分 

内  容 損害賠償額 

令和５年 10月 27日福山市神村町（松永高等学校）で発

生した仮設工作物（テント）の倒壊による人身事故 
213,080円 

同    上 9,464円 

同    上 9,464円 

 

３ 報告案件 

  県が資本金の四分の一以上を出資等している法人の経営状況説明書 

  公益財団法人 広島県教育事業団   

令和６年６月 20日 
課 名 教育委員会事務局 

総務課 
担当者 課長 糸﨑 
内 線 4910 

【要求内容】 

○ 埋蔵文化財センター・文書館観音書庫移転整備事業 7,019千円（債務 9,020千円） 

   ・老朽化が進んでいる埋蔵文化財センターの移転先として旧安芸高等学校の建物を活

用するため、施設改修に向けた設計を行う。 

  ・設計の委託について、年度を跨ぐ契約のため、令和７年度を期間とする債務負担行

為を設定する。 


